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第 I章 ス ポーツ振興基本計画の策定

1 ス ポーツの意義

スポーツは,体 を動かすという人間の基本的な運動欲求に応えるとともに,達 成感や爽快感

といつた精神的充足感をもたらし,健 康の保持増進,体 ブJの向上に役立つものです。また,ス

ポーツを楽しむことを通して,仲 |lilの輸が広がり,社 会生活に必要なマナーが身につくなど,

明るく活力に満ちた社会の形成に大きく寄与するものです。さらに,ス ポーツは,世 界共通の

文化として発展し,ス ポーツを通じた交流により,相 r.の理解や認識を一層深めることができ

るなど,国 際的な友好と糊羊にも貢献しています。

このようにスポーツは,多様な役制を果たしていますが,県民の方々が生涯にわたり,スポー

ツに親しむことにより,本 県が活性化されると確信しています。

2 計 画策定の背景

′1:活水準の向 liや余暇時間の増大.高 齢社会の一層の進展等に伴い, これまで以上に出らの

41活や生きがいを最視し,健 康で豊かに生きることを目的として,県 民のスポーツに対する期

待は,ま すます大きく膨らむものと思われます。

その意味において,県 民 本人 ^人が,そ れぞれの興味や関心,年 齢, 目的,体 力に応じてス

ホーツに料↓しむことができるよう,生 涯スポーツの推進をいっそう図ることが大切です。

徳島既t教育委員会は,平 成 11年 7月 ,徳 島県スポーツ振興審議会に,徳 島県のスポーツ振

興方策について諮問し,平 成 12年 3月 に答中を受けました。

また, F`成 12年 9月 には文部省 (現在の文部科学省)が ,ス ポーツ振興法に基づきスポー

ツ振興基本計画を策定し, r`成 22年 (2010年)ま での 10年間のスポーツ振興の基本的方向

を示すとともに,各 自治体での振興施策の推進を呼びかけています。

こうした状況を考慮し,県 は幅広い観点から徳島県のスポーツ振興を総合的かつ計画的に推

進し,県 民の豊かなスポーツライフを築くため,徳 島県スポーツ振興基本計画を策定すること

としました。

[生涯スポーツ ]
人々が.健 康でり1るく撃かな人′||を送るため,4二涯の各
時期にわたってスポーツに親しむという考え方のことであ
る。

白らの健康は向らの j」で保持増進していくという|= 1党の

もとに,i :体的にスボーツに料としむ強1支や十fl真を形成して
いくことが必要とされている。

[徳島県スポーツ振興審議会 ]
スポーツ振興法第 18条第 1項の規定に基づいて設置さ
れた命i義制の機関である。同体i発会の任務は、徳島県教育
委虫会才ヤしくは知すこの諮問に応じて、スポーツの振興に関
するlFl要事項について調l・lH研究し,こ れらの事項に関して
徳ド↓県教育委ti会ヤ十しくは知事に対し建議することである。

[スポーツ振興基本計画]
文部省 (現文部科学省)が 211性紀における我がIJスホー

ツの ム層の振興を図るため、平成 12年に策定したものであ
り,生涯スボーツ社会の実現に向けた 地lDkにおけるスホー

ツ環境の準備方策と同際競技 ナサの給r 的ヽな向 i方策 さ ら
には41モ〃Iスポーツ及び競i支スポーツと学1交体fド・スボーツ
との連携を推進する方策について述べらイ1ている。
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3 計 画の役割 と期間

この計miはゃ徳島県スボーツ振興審議会の答中 「徳島県のスポーッ振興方策について (平成

12年 3)1)J及 び「Jのスポーツ振興基本計画に基づき,徳 島県が策定したスポーツ振興に関す

る計「1であり,平 成 16午:度 (2004年度)か ら平成 22年度 (2010年度)ま での 7年間を計画

の期間とします。

4 計 画の構成

こσD計十Ыは,「第 1章 ス ポーツ振興基本言1画の策定」,「第Ⅱ章 体 育・スポーツの現状と課

題J、「術Ⅲ章 体 市・スポーツ振興の施策体系J,「第Ⅳ章 体 育・スポーツ振興の)(体的方策J,

「参考資料Jで 構成していますじ

「第 I章」では,ス ポーツを取り巻く社会環境の変化や,計 画策定にこった背景,計 ldllの基本

的な考え方ゃ計画の役官Jと期間を示しています。

「第 n章 Jで は,「牛二涯スボーツJ,「競技スポーツ」,「学校における体育 ・スポーツ」の 3つ

の主要な分野について,そ れぞれの現状と課題について分析しています。

「第lll章」では、本県の現状と課題を踏まえ,本 県が取り組むべき体育・スホーツ振興の施策

体系を示し,最 後に 「第Ⅳ章Jで ,目 標実現に向けて,今 後特に重点的にH文り組む具体的方策

を示しています。
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